
（大阪市工業用水道特定運営事業等）

様式等 頁 節 細節１ 細節２ 細節３

1
作成要領及び様式

集
様式８－② 21 契約書等の写し等 質問

契約書等の写しを提出することとありますが、契約書は守秘義務により開示できないケースが
御座います。その場合は、契約・業務の概要がわかる部分（契約者、事業期間、業務内容等）
を提出し、その上で貴市がより詳細な情報を必要とされる場合は個別に相談させて頂く理解で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

作成要領及び様式集（記載要領・様式集）に対する質問・意見への回答

No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見 回答

1 ８ 【工水】記載要領・様式集


